
等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和5年4月1日現在）

行政職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

主事 406

技師 105

計 511 511 7.1%

主事 773

技師 222

計 995 995 13.9%

主任 1,522

事務主任 151

計 1,673 1,673 23.4%

主査 1,206

係長 130

事務主査 135

副班長 117

部付主査 4

地域外交専門官 3

局付主査 1

船長 1

計 1,597 1,597 22.3%

主査 35

係長 9

副班長 8

事務主査 7

班長 676

主幹 258

事務長 27

事務主幹 27

義務教育学校の室長 13

部付主幹 8

用地主幹 8

地域外交参事官 5

出納主幹 4

秘書主幹 3

局付主幹 2

査察主幹 2

機関長 2

船長 1

計 1,095 1,095 15.3%

課長（出先機関） 221

課長代理 156

課長補佐 56

事務長 48

検査監 28

専門官 21

統括室長 18

調整主幹 16

分室長 9

所長補佐 4

福祉指導官 4

主任主幹 5

自動車税室長 3

室長補佐 2

船長 2

合計 内訳 職制上の段階
職務の級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務

1級 定型的な業務を行う職務 511 7.1%
511 7.1% 一般

2級
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う
職務

995 13.9%
995 13.9% 一般

3級 主任の職務 1,673 23.4%
1,673 23.4% 主任級

59 0.8% 副班長級

4級 副班長又は主査の職務 1,597 22.3%
1,597 22.3% 副班長級

5級 班長又は主幹の職務 1,095 15.3%

1,036 14.5%
班長級
（班長相
当）

6級
1　本庁の参事又は出先機関の次長の職務
2　本庁の課長代理又は出先機関の課長の職
務

877 12.3% 596 8.3%
班長級
（課長代
理相当）



（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

合計 内訳 職制上の段階
職務の級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務

危機専門官 1

校長補佐 1

学芸課長 1

参事 65

技監 56

次長 41

事務長 30

室長（本庁） 20

管理官 17

部長（出先機関） 15

徴収統括官 7

会計官 7

人事監 4

出納室長 4

指導監 4

用地統括官 2

組合検査官 2

共同学校事務室参事 2

副校長 2

調査官 1

漁業高等学園長 1

危機調整官 1

計 877 877 12.3%

課長（本庁） 162

所長 13

部長（出先機関） 9

次長 9

副所長 8

参事 6

技監 5

財務事務所長 4

学校事務統括監 4

室長（本庁） 3

港管理事務所長 3

副館長 2

健康福祉センター所長 2

浜松土木事務所天竜支局長 1

磐田学園長 1

西部農林事務所天竜農林局長 1

指導監 1

人事監 1

焼津青少年の家所長 1

広域防災統括官 1

浜松技術専門校長 1

三方原学園長 1

計量検定所長 1

吉原林間学園長 1

観音山少年自然の家所長 1

看護専門学校長 1

副校長 1

あしたか職業訓練校長 1

計 245 245 3.4%

6級
1　本庁の参事又は出先機関の次長の職務
2　本庁の課長代理又は出先機関の課長の職
務

281 3.9%
課長級
（課参事
相当）

7級
1　本庁の課長、出先機関の長又は困難な業務
を行う出先機関の次長の職務

245 3.4% 245 3.4%
課長級
（本庁課
長相当）



（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

合計 内訳 職制上の段階
職務の級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務

局長（本庁） 38

参事 28

副局長 4

土木事務所長 4

副館長 3

農林事務所長 3

財務事務所長 3

県民生活センター所長 3

所長 2

健康福祉センター所長 2

理事 1

環境衛生科学研究所長 1

副校長 1

中央図書館長 1

地震防災センター所長 1

清水港管理局長 1

人事委員会事務局次長 1

出納局次長 1

事務局長 1

議会事務局次長 1

賀茂地域局長 1

伊豆観光局長 1

課長（本庁） 1

計 103 103 1.4%

理事 22

部長代理 5

地域局長 3

部長（本庁） 3

危機管理監代理 2

労働委員会事務局長 1

東京事務所長 1

人事委員会事務局長 1

消防学校長 1

収用委員会事務局長 1

教育監 1

議会事務局長 1

危機報道官 1

総合教育センター所長 1

監査委員事務局長 1

静岡県理事 1

多文化共生推進官 1

副館長 1

計 48 48 0.7%

部長（本庁） 9

出納局長 1

教育部長 1

危機管理監 1

計 12 12 0.2%

合計 7,156 100.0%

※再任用職員を含む。

8級
本庁の局長又は困難な業務を行う出先機関の
長の職務

103 1.4%
103 1.4% 局長級

9級
本庁の部長代理又は特に困難な業務を行う出
先機関の長の職務

48 0.7%
48 0.7%

部長級
（部長代
理相当）

10級 本庁の部長の職務 12 0.2%
12 0.2%

部長級
（本庁部
長相当）



研究職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

0 0 0.0%

計 0 0 0.0%

研究員 35

技師 7

計 42 42 12.7%

主任研究員 60

主任 12

主任学芸員 3

計 75 75 22.6%

上席研究員 85

主査 20

上席学芸員 7

准教授 5

科長 44

班長 8

研究調整官 3

教授 2

分場長 2

専門研究員 1

富士養鱒場長 1

課長（出先機関） 1

研究主幹 1

計 180 180 54.4%

学芸課長 2

科長 2

課長（出先機関） 1

研究統括官 12

研究所部長 6

工業技術支援センター長 3

技監 1

中小家畜研究センター長 1

水産・海洋技術研究所長 1

工業技術研究所長 1

学芸部長 1

果樹研究センター長 1

伊豆農業研究センター長 1

管理官 1

計 34 34 10.3%

0 0 0.0%

計 0 0 0.0%

合計 331 100.0%

※再任用職員を含む。

合計 内訳 職制上の段階
職務の級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務

1級 補助的研究を行う職務 0 0.0%

2級 試験研究を行う職務 42 12.7%
42 12.7% 一般

3級 研究所の主任研究員又は主任の職務 75 22.6%
75 22.6% 主任級

117 35.3% 副班長級

5 1.5%

班長級
（出先機
関課長相
当）

6級 困難な業務を行う研究所の長の職務 0 0.0%

4級 
1　研究所の科長又は班長の職務
2　研究所の上席研究員又は主査の職務 

180 54.4%

63 19.0%

班長級
（研究所
科長相
当）

5級 
1　研究所の長の職務
2　研究所の研究統括官又は部長の職務 

34 10.3%

29 8.8% 課長級



医療職給料表（１）

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

技師 16 16 42.1% 一般

計 16 16 42.1%

主幹 1 1 2.6% 班長級

主査 7 7 18.4% 副班長級

計 8 8 21.1%

診療所長 1

計 1 1 2.6%

医監 4

健康福祉センター所長 2

技監 2

課長（本庁） 1

精神保険福祉センター所長 1

参事 1

医監 1

感染症管理センター長 1

計 13 13 34.2%

0 0 0.0%

計 0 0 0.0%

合計 38 100.0%

合計 内訳 職制上の段階
職務の級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務

1級 医療業務を行う技師の職務 16 42.1%

2級 
1　主幹の職務
2　主査の職務 

8 21.1%

3級 出先機関の技監の職務 1 2.6%
1 2.6%

課長級
（出先機
関技監相
当）

10 26.3%

課長級
（出先機
関長相
当）

3 7.9% 局長級

5級 困難な業務を行う出先機関の長又は医監の職務 0 0.0%

4級 出先機関の長又は医監の職務 13 34.2%



医療職給料表（２）

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

0

計 0 0 0.0%

技師 20

栄養士 9

計 29 29 8.2%

栄養士 45

技師 18

計 63 63 17.9%

主任 82 82 23.3% 主任級

計 82 82 23.3%

主査 31 31 8.8% 副班長級

計 31 31 8.8%

専門主査 73 73 20.7% 副班長級

班長 36

主幹 4

計 113 113 32.1%

課長（出先機関） 15

専門官 4

所長補佐 1

技監 6

部長（出先機関） 4

健康福祉センター支所長 2

食肉衛生検査所長 1

動物管理指導センター所長 1

計 34 34 9.7%

合計 352 100.0%

※再任用職員を含む。

合計 内訳 職制上の段階
職務の級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務

1級 栄養士の職務 0 0.0%
0 0.0%

2級 
薬剤師、獣医師又は困難な業務を行う栄養士の
職務 

29 8.2%
29 8.2% 一般

3級 
困難な業務を行う薬剤師若しくは獣医師又は特
に困難な業務を行う栄養士の職務 

63 17.9%
63 17.9% 一般

4級 主任の職務 82 23.3%

5級 主査の職務 31 8.8%

6級 
1　班長の職務
2　専門主査の職務 

113 32.1% 40 11.4%
班長級
（班長相
当）

14 4.0%

課長級
（出先機
関長相
当）

7級 
1　出先機関の長の職務
2　出先機関の課長の職務 

34 9.7%

20 5.7%

班長級
（出先機
関課長相
当）



医療職給料表（３）

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

0 0 0.0%

計 0 0 0.0%

技師 30 30 23.4% 一般

計 30 30 23.4%

技師 12 12 9.4% 一般

計 12 12 9.4%

主任 37 37 28.9% 主任級

計 37 37 28.9%

主査 17

班長 17

主幹 4

計 38 38 29.7%

課長（出先機関） 6

部長（出先機関） 4

技監 1

計 11 11 8.6%

0 0 0.0%

計 0 0 0.0%

合計 128 100.0%

※再任用職員を含む。

合計 内訳 職制上の段階
職務の級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務

1級 准看護師の職務 0 0.0%

2級 
保健師、看護師又は困難な業務を行う准看護
師の職務 

30 23.4%

3級 
困難な業務を行う保健師若しくは看護師又は特
に困難な業務を行う准看護師の職務 

12 9.4%

4級 主任の職務 37 28.9%

5級 
1　班長の職務
2　主査の職務 

38 29.7%

17 13.3% 副班長級

21 16.4% 班長級

6級 
1　出先機関の技監の職務
2　出先機関の課長の職務 

11 8.6%

6 4.7%

班長級
（出先機
関課長相
当）

5 3.9% 課長級

7級 困難な業務を行う出先機関の技監の職務 0 0.0%



企業職給料表（１）

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

技師 9

主事 3

計 12 12 10.2%

技師 3

主事 2

計 5 5 4.2%

主任 17 17 14.4% 主任級

計 17 17 14.4%

主査 31

副班長 1

計 32 32 27.1%

主査 2 2 1.7% 副班長級

班長 15

主幹 4

局付主幹 1

計 22 22 18.7%

課長（出先機関） 10

課長代理 5

出張所長 3

技監 4

次長 1

計 23 23 19.5%

課長（本庁） 3

所長 2

計 5 5 4.2%

次長 1

参事 1

計 2 2 1.7%

合計 118 100.0%

※再任用職員を含む。

合計 内訳 職制上の段階
職務の級 標準的な職務

1級
(1)　定型的な業務を行う職務
　ア　定型的な業務を行う職員の職務

12 10.2%
12 10.2% 一般

2級
(1)　高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
　ア　高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

5 4.2%
5 4.2% 一般

3級
(1)　主任の職務
　ア　主任の職務

17 14.4%

4級
(1)　副班長又は主査の職務
　ア　副班長の職務
　イ　主査の職務

32 27.1%
32 27.1% 副班長級

5級

(1)　班長又は主幹の職務
　ア　本庁の班長の職務
　イ　本庁の主幹の職務
　ウ　本庁の局付主幹の職務
　エ　出先機関の班長の職務
　オ　出先機関の主幹の職務

22 18.7% 20 17.0%
班長級
（班長相
当）

6級

(1)　本庁の課参事又は出先機関の次長の職務
　ア　本庁の課参事の職務
　イ　出先機関の次長又は課技監の職務
　ウ　出先機関の支所長の職務
(2)　本庁の課長代理又は出先機関の課長の職務
　ア　本庁の課長代理の職務
　イ　本庁の検査監の職務
　ウ　出先機関の課長又は水質管理センター長の職務
　エ　出先機関の課長代理又は専門官の職務
　オ　出先機関の出張所長の職務

23 19.5%

18 15.3%
班長級
（課長代
理相当）

5 4.2%
課長級
（課参事
相当）

7級
(1)　本庁の課長又は出先機関の長の職務
　ア　本庁の課長の職務
　イ　出先機関の所長の職務

5 4.2%
5 4.2%

課長級
（本庁課
長相当）

8級
(1)　本庁の次長の職務
　ア　本庁の次長の職務
　イ　本庁の局参事の職務

2 1.7%
2 1.7% 局長級



大学教育職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

助教 1 1 2.2%
大学教育職
（助教相当）

計 1 1 2.2%

講師 13 13 28.9%
大学教育職
（講師相当）

計 13 13 28.9%

准教授 10 10 22.2%
大学教育職
（准教授相
当）

計 10 10 22.2%

教授 20

学長 1

計 21 21 46.7%

合計 45 100.0%

合計 内訳 職制上の段階
職務の級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務

1級 助教又は助手の職務 1 2.2%

2級 講師の職務 13 28.9%

3級 准教授の職務 10 22.2%

4級 学長又は教授の職務 21 46.7%
21 46.7%

大学教育職
（教授相当）



高等学校等教育職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

実習助手 122

寄宿舎指導員 44

計 166 166 2.2%

講師 7

教育主任 6 6 0.1% 主任級

教育主査 10 10 0.1% 副班長級

教育主幹 4

課長（出先機関） 1

教諭 6,659

養護教諭 197

教育主査 65

主任実習助手 54

教育主幹 52

班長 25

栄養教諭 22

教育主任 12

主任寄宿舎指導員 6

計 7,120 7,120 93.0%

副校長 1 1 0.0% 課長級

教頭 139

副校長 119

計 259 259 3.4%

校長 110

計 110 110 1.4%

合計 7,655 100.0%

※再任用職員を含む。

合計 内訳 職制上の段階
職務の級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務

1級 
助教諭、養護助教諭、講師、実習助手又は寄宿
舎指導員の職務 

166 2.2%
166 2.2% 助教諭級

7 0.1% 助教諭級

5 0.1% 班長級

3級 副校長又は教頭の職務 259 3.4% 258 3.4% 教頭級

4級 校長の職務 110 1.4%
110 1.4% 校長級

2級 
1　教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務
2　指導主事又は社会教育主事の職務 

7,120 93.0%

7,092 92.6% 教諭級



中学校小学校教育職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

0

計 0 0 0.0%

教諭 9,269

養護教諭 538

栄養教諭 106

計 9,913 9,913 90.6%

主幹教諭 100 100 0.9% 主幹教諭級

計 100 100 0.9%

教頭 474

計 474 474 4.3%

校長 461 461 4.2% 校長級

計 461 461 4.2%

合計 10,948 100.0%

※再任用職員を含む。

合計 内訳 職制上の段階
職務の級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務

1級 助教諭、養護助教諭又は講師の職務 0 0.0%
0 0.0%

9,913 90.6% 教諭級

特2級 主幹教諭の職務 100 0.9%

3級 教頭の職務 474 4.3%
474 4.3% 教頭級

4級 校長の職務 461 4.2%

2級 教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務 9,913 90.6%



公安職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

巡査 211 211 3.3% 巡査級

計 211 211 3.3%

巡査 666 666 10.6% 巡査級

巡査長 1,035 1,035 16.4% 巡査長級

計 1,701 1,701 27.0%

巡査長 249 249 3.9% 巡査長級

巡査部長 623 623 9.9% 巡査部長級

計 872 872 13.8%

巡査長 17 17 0.3% 巡査長級

巡査部長 1,234 1,234 19.5% 巡査部長級

係長 380 380 6.0% 警部補級

計 1,631 1,631 25.8%

巡査部長 32 32 0.5% 巡査部長級

上席係長 1,275

指導上席係長 10

係長 1

計 1,318 1,318 20.9%

上席係長 17

警察署の課長 102

課長補佐 102

隊長補佐 3

分駐隊長 3

計 227 227 3.6%

警察署の課長 80

上席課長補佐 48

次席 22

検視官 8

次長 7

副隊長 3

副指令官 3

警察学校の課長 3

副所長 1

対策官 1

管理官 39

副署長 11

刑事官 7

地域交通官 4

地域官 3

交通官 3

指令官 2

指導官 2

副校長 1

捜査官 1

航空隊長 1

計 250 250 4.0%

合計 内訳 職制上の段階
職務の級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務

1級 巡査の職務 211 3.3%

2級
1　巡査長の職務
2　高度の知識又は経験を必要とする業務を行
う巡査の職務 

1,701 27.0%

3級
1　巡査部長の職務
2　高度の知識又は経験を必要とする業務を行
う巡査長の職務 

872 13.8%

4級
1　警察本部の係長の職務
2　高度の知識又は経験を必要とする業務を行
う巡査部長の職務 

1,631 25.8%

1,286 20.4% 警部補級

17 0.3% 警部補級

210 3.3%
警部級
（課長補佐
相当）

5級 警察本部の上席係長の職務 1,318 20.9%

6級 警察本部の課長補佐の職務 227 3.6%

7級
1　警察本部の管理官の職務
2　警察本部の上席課長補佐の職務 

250 4.0%

176 2.8%
警部級
（上席課長
補佐相当）

74 1.2%
管理官級
（管理官相
当）



（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

合計 内訳 職制上の段階
職務の級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務

副署長 14

署長 14

警察本部の課長 12

理事官 11

隊長 3

主任監察官 3

統括検視官 1

市警察部の課長 1

科学捜査研究所長 1

室長 1

計 61 61 1.0%

警察本部の課長 12

署長 12

参事官 11

隊長 1

市警察部長 1

計 37 37 0.6%

0 0 0.0%

計 0 0 0.0%

合計 6,308 100.0%

※再任用職員を含む。

9級
1　警察本部の参事官の職務
2　困難な業務を行う警察本部の課長の職務 

37 0.6%
37 0.6% 参事官級

10級 警察本部の部長の職務 0 0.0%

8級 警察本部の課長の職務 61 1.0%
61 1.0% 所属長級



行政職給料表（２）

（人） （％） 職名 （人）

技能員 33

計 33

主任技能員 70

計 70

技能長 37

計 37

合計 140 100.0%

※再任用職員を含む。

合計 内訳
職務の級 標準的な職務

1級 技能員の職務 33 23.6%

2級 主任技能員の職務 70 50.0%

3級 技能長の職務 37 26.4%



福祉職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

主事 12 12 10.3% 一般

計 12 12 10.3%

主事 20 20 17.1% 一般

主任 33 33 28.2% 主任級

計 53 53 45.3%

主査 6 6 5.1% 副班長級

計 6 6 5.1%

専門主査 30 30 25.6% 副班長級

班長 11 11 9.4%
班長級
（班長相
当）

計 41 41 35.0%

課長（出先機関） 5 5 4.3%

班長級
（児童福
祉施設課
長相当）

計 5 5 4.3%

0 0 0.0%

計 0 0 0.0%

合計 117 100.0%

合計 内訳 職制上の段階
職務の級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務

1級 児童指導員の職務 12 10.3%

2級 
1　主任の職務
2　困難な業務を行う児童指導員の職務 

53 45.3%

3級 主査の職務 6 5.1%

4級 
1　班長の職務
2　専門主査の職務 

41 35.0%

5級 
1　児童福祉施設の参事の職務
2　児童福祉施設の課長の職務 

5 4.3%

6級 困難な業務を行う児童福祉施設の参事の職務 0 0.0%



がんセンター事業職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

主事 4

計 4 4 4.9%

主事 14

計 14 14 17.0%

主任 17 17 20.7% 主任級

計 17 17 20.7%

主査 20

計 20 20 24.4%

主幹 9

班長 8

局付主幹 1

計 18 18 22.0%

課長 3

専門官 1

事務局次長 1

事務局参事 1

技監 1

マネジメントセンター長 1

計 8 8 9.8%

事務局長 1 1 1.2% 部長級

計 1 1 1.2%

合計 82 100.0%

※再任用職員を含む。

合計 内訳 職制上の段階
職務の級 標準的な職務

1級 定型的な業務を行う職務 4 4.9%
4 4.9% 一般

2級
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う
職務

14 17.0%
14 17.0% 一般

3級 主任の職務 17 20.7%

4級
(1)　班長代理の職務
(2)　主査の職務

20 24.4%
20 24.4% 副班長級

5級

(1)　班長の職務
(2)　局付主幹の職務
(3)　主幹の職務
(4)　困難な業務を処理する班長代理の職務
(5)　困難な業務を処理する主査の職務 

18 22.0%
18 22.0%

班長級
（班長相
当）

4 4.9%

班長級
(出先機
関課長相
当）

4 4.9% 課長級

9級 事務局長の職務 1 1.2%

6級

(1)　マネジメントセンター長の職務
(2)　事務局次長の職務
(3)　事務局参事の職務
(4)　課長の職務
(5)　室長の職務
(6)　専門官の職務
(7)　前項第1号、第2号及び第3号の職務のう
ち、前各号に掲げる職務とその複雑、困難及び
責任の度が同程度の職務

8 9.8%



がんセンター研究職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

0 0 0.0%

計 0 0 0.0%

0 0 0.0%

計 0 0 0.0%

0 0 0.0%

計 0 0 0.0%

主任研究員 1 1 20.0% 副班長級

計 1 1 20.0%

室長 1

部長 3

計 4 4 80.0%

0 0 0.0%

計 0 0 0.0%

合計 5 100.0%

合計 内訳 職制上の段階
職務の級 標準的な職務

1級 補助的研究を行う職務 0 0.0%

2級 試験研究を行う職務 0 0.0%

3級 研究所の副主任研究員の職務 0 0.0%

4級 
(1)　研究所の部長代理の職務
(2)　研究所の室長代理の職務
(3)　研究所の主任研究員の職務

1 20.0%

1 20.0% 班長級

6級 研究所長の職務 0 0.0%

5級 
(1)　研究所の副所長の職務
(2)　研究所の部長の職務
(3)　室長の職務

4 80.0% 3 60.0% 課長級



がんセンター医療職給料表（１）

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

技師 23 23 12.6% 一般

計 23 23 12.6%

副医長 16 16 8.8% 副班長級

計 16 16 8.8%

医長 63

部長 3

計 66 66 36.3%

医長 34

部長 30

乳腺センター長 1

血液管理室長 1

医療安全管理監 1

遺伝カウンセリング室長 1

ゲノム医療支援室長 1

化学療法センター長 1

副院長 3

計 73 73 40.1%

疾病管理センター長 1

研究所長 1

総長 1

院長 1

計 4 4 2.2%

合計 182 100.0%

合計 内訳 職制上の段階
職務の級 標準的な職務

1級 医師又は歯科医師の職務 23 12.6%

2級 

(1)　副医長の職務
　ア　科の副医長の職務
　イ　研究所の主任研究員(医師又は歯科医師に限る。)の職務
(2)　前項の職務のうち、前号に掲げる職務とその複雑、困難及
び責任の度が同程度の職務

16 8.8%

3級 

(1)　部長の職務
　ア　科の部長の職務
　イ　研究所の部長(医師又は歯科医師に限る。)の職務
(2)　医長の職務
(3)　感染対策室長補佐の職務

66 36.3%

66 36.3%
課長級
（部長相
当）

3 1.6% 局長級

5級 

(1)　総長の職務
(2)　病院長の職務 
(3)　疾病管理センター長の職務
(4)　研究所長の職務

4 2.2%
4 2.2% 部長級

4級 

(1)　副院長及び医監の職務
(2)　困難な業務を処理する部長の職務
　ア　科の困難な業務を処理する部長の職務
　イ　研究所の困難な業務を処理する部長(医師又は歯科
　　　医師に限る。)の職務
(3)　困難な業務を処理する医長の職務
(4)　乳腺センター長の職務
(5)　医療安全管理監の職務
(6)　血液管理室長の職務
(7)　ゲノム医療支援室長の職務
(8)　遺伝カウンセリング室長の職務

73 40.1%

70 38.5%
課長級
（困難部
長相当）



がんセンター医療職給料表（２）

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

技師 0

計 0 0 0.0%

技師 30

計 30 30 15.9%

技師 12

計 12 12 6.3%

主任 48 48 25.4% 主任級

計 48 48 25.4%

主査 17 17 9.0% 副班長級

計 17 17 9.0%

専門主査 63 63 33.4% 副班長級

副技師長 4

副薬剤長 3

主幹 1

計 71 71 37.6%

技師長 5

薬剤長 1

栄養室長 1

医療機器管理室長 1

薬剤部長 1

総括技師長 1

臨床研究支援センター長 1 1 0.5% 局長級

計 11 11 5.8%

合計 189 100.0%

合計 内訳 職制上の段階
職務の級 標準的な職務

1級 
栄養士、診療放射線技師、医学物理士、臨床検査技師、衛生検査技師
その他の病理細菌技術職員、臨床工学技士、理学療法士、作業療法
士、言語聴覚士及び歯科衛生士の職務

0 0.0%
0 0.0% 一般

2級 

(1)　薬剤師の職務
(2)　相当困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、医学物理士、臨
床検査技師、衛生検査技師その他の病理細菌技術職員、臨床工学技
士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び歯科衛生士の職務

30 15.9%
30 15.9% 一般

3級 

(1)　困難な業務を行う薬剤師の職務
(2)　困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、医学物理士、臨床検
査技師、衛生検査技師その他の病理細菌技術職員、臨床工学技士、理
学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び歯科衛生士の職務

12 6.3%
12 6.3% 一般

4級 主任の職務 48 25.4%

5級 主査の職務 17 9.0%

6級 
(1)　副薬剤長の職務
(2)　副技師長の職務
(3)　専門主査の職務

71 37.6% 8 4.2%
班長級
（副技師
長相当）

8 4.2%
班長級
（技師長
相当）

2 1.1% 課長級

7級 

(1)　臨床研究支援センター長の職務
(2)　薬剤部長の職務
(3)　総括技師長の職務
(4)　技師長の職務
(5)　薬剤長の職務
(6)　栄養室長の職務
(7)　医療機器管理室長の職務

11 5.8%



がんセンター医療職給料表（３）

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

0 0 0.0%

計 0 0 0.0%

技師 145 145 20.8% 一般

計 145 145 20.8%

技師 72 72 10.3% 一般

計 72 72 10.3%

主任 301 301 43.1% 主任級

計 301 301 43.1%

看護主査 93

副看護師長 44

主査 2

計 139 139 19.9%

看護師長 30

室長 4

副看護部長 4

医療安全管理監 1

計 39 39 5.6%

部長 1 1 0.1%
課長級
（看護部
長相当）

副院長 1 1 0.1% 局長級

計 2 2 0.3%

合計 698 100.0%

合計 内訳 職制上の段階
職務の級 標準的な職務

1級 准看護師の職務 0 0.0%

2級 
(1)　保健師又は看護師の職務
(2)　相当高度の知識又は経験を必要とする准看護師
の職務

145 20.8%

3級 

(1)　高度の知識又は経験を必要とする保健師又は看
護師の職員の職務
(2)　高度の知識又は経験を必要とする准看護師の職
務

72 10.3%

4級 主任の職務 301 43.1%

5級 
(1)　副看護師長の職務
(2)　看護主査の職務
(3)　主査の職務

139 19.9%
139 19.9% 副班長級

6級 

(1)　副看護部長の職務
(2)　医療安全管理監の職務
(3)　患者家族支援センター長の職務
(4)　看護師長の職務
(5)　教育看護師長の職務
(6)　室長の職務

39 5.6%

34 4.9% 班長級

5 0.7%

課長級
（副看護
部長相
当）

7級 
(1)　副院長の職務
(2)　看護部長の職務

2 0.3%



第１号任期付企業研究員給料表

（人） （％） 職名 （人）

副主任研究員 1

主任研究員 1

計 2

主任研究員 4

計 4

部長 1

実験動物管理室長 1

計 2

0

計 0

0

計 0

0

計 0

合計 8 100.0%

合計 内訳
号給 標準的な職務

1
高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において
特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき困難な研
究を独立して行う研究員の職務

2 25.0%

2
高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において
特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難
な研究を独立して行う研究員の職務

4 50.0%

3

特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野にお
いて特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に
困難な研究を独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき研
究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務

2 25.0%

4

特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野にお
いて特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に
困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等
に基づき重要な研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務

0 0.0%

5

極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野に
おいて特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特
に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験
等に基づき重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務

0 0.0%

6

極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野に
おいて極めて優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき
特に困難な研究で特に重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知
識経験等に基づき特に重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を
行う職務

0 0.0%



第２号任期付企業研究員給料表

（人） （％） 職名 （人）

研究員 1

計 1

0

計 0

0

計 0

合計 1 100.0%

合計 内訳
号給 標準的な職務

1

学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づく大学院の
博士課程（以下「博士課程」という。）を修了した者と同程
度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験に基
づき研究を独立して行う研究員の職務

1 100.0%

2

博士課程の修了後、特別研究員制度（特別の法律によ
り設立された法人等によって運営され、主として博士課
程を修了した優れた研究者に国立の試験研究機関等に
おいて研究する機会を提供することを内容とする制度を
いう。)等により数年にわたり研究に従事したことのある
者と同程度の専門的な知識経験を有する者がその知識
経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務　

0 0.0%

3

博士課程の修了後、相当の期間にわたり研究に従事し
たことのある者と同程度の専門的な知識経験を有する
者がその知識経験に基づき困難な研究を独立して行う
研究員の職務

0 0.0%


